
■市第４６号議案　平成２１年度横浜市一般会計補正予算（第５号）　こども青少年局関係部分

＜単位：千円＞

補正額 国庫支出金 県支出金 市債 一般財源

20,120 0 20,024 0 0

23,000 0 0 0 0

43,120 0 20,024 0 0

　○支給時期
　　　平成２１年度中

　○寄附金活用対象経費
　　　　　・学習塾等の授業料に関する経費
　　　　　・文化、音楽、スポーツ活動に関する経費

96

23,096

23,000

　○対象施設：児童養護施設等（１５施設）　＜児童養護施設：９施設、児童自立支援施設：２施設、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乳児院：３施設、情緒障害児短期施設：１施設＞
　　　　　　　　　母子生活支援施設（８施設）
　　　　　　　　　自立援助ホーム（２施設）
　　　　　　　　　ファミリーホーム（３施設）＜設置予定含む＞
　　　　　　　　　里親

　児童養護施設等

　基本支給額（４０，０００円）
　＋定員割支給単価（２０，０００円）×定員数

合　　　計

　２０，０００円×委託児童数

その他

　○支給額

　全市立保育所において、園長の事務補助や保育所での軽作業に従事させるため、各区に１人業務補助要員を配置
します。なお、配置にあたっては、県の「緊急雇用創出事業臨時特例基金」を活用します。

　児童福祉施設入所児童等のスポーツや文化活動を支援するため、市民からの定額給付金寄附を活用して、児童養
護施設、母子生活支援施設、里親等に対して活動に必要な経費を支給します。

　○事業の概要
　　　・雇用期間：平成２１年１０月から平成２２年３月まで
　　　・雇用人数：１８人（１区につき１人雇用し、区内各園を巡回）
　　　・雇用条件：１日７．５時間　週５日勤務

　○事務の内容
　　　・地域子育て支援事業に関する事務の補助
　　　・各種支払事務の補助
　　　・地域子育て支援業務等に関する軽作業の補助

事　　　業　　　名

市立保育所業務補助要員配置事業費
（経済・市民生活対策による補正）

児童福祉施設入所児童等生活支援
事業費
（定額給付金寄附金の活用に伴う補正）

　里親

　基本支給額（３００，０００円）
　＋定員割支給単価（２０，０００円）×定員数

　基本支給額（２００，０００円）
　＋定員割支給単価（１０，０００円）×定員数

対 象 施 設 支　　給　　額

　母子生活支援施設

　自立援助ホーム
　ファミリーホーム
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※「緊急雇用創出事業臨時特例基金」とは
　国からの交付金を基に県が設置した基金
で、短期雇用・就業機会を生み出すための事
業に要する経費として市町村に補助する財源
となる。

※「定額給付金寄附金活用事業」とは
　　平成２１年度に市民に支給された定額給
付金の寄附金を活用して、生活や就労が困
難な状況の方々への支援等を行うことを目的
とする事業。


